
10 非行・犯罪に対する意見

（１）経年比較等

青少年が非行や犯罪に走る原因についての意見を経年比較すると，２－10－１図のとお

りである。今回調査においては，17年調査よりも，原因を「自分自身」とする者の構成比

が高くなっており，また，非行や犯罪をした青少年の扱いについても，「厳しく罰する」

という意見に賛成する者の構成比が高くなっている。

また，非行少年・若年犯罪者別に見ると，非行や犯罪に走る原因では，若年犯罪者の方

が非行少年に比べて「家族（親）」を原因とする者の構成比が高い。非行や犯罪をした青

少年の扱いについては，若年犯罪者の方が非行少年に比べて「厳しく罰する」に賛成する

者の構成比が高いが，若年犯罪者について，非行・犯罪の原因認識別に青少年の扱いに関

する意見を見ると，非行や犯罪に走る原因が「家族（親）」であると思っている者におい

て，「あたたかく指導する」に賛成する者の構成比が高かった（自分自身61.2％，家族

（親）84.4％，友達・仲間61.2％，その他68.0％，χ２(3)＝9.37*）。
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Ｑ13 青少年の非行や犯罪についてお聞きします。

次の中から，ひとつだけ選んで番号を記入してください。

ア あなたは，青少年が非行や犯罪に走るのは，どこに主な原因があると思いますか。

１ 自分自身 ２ 家族（親） ３ 友達・仲間 ４ その他（ ）

イ あなたは，非行や犯罪をした青少年の扱いについて，次のどちらの意見に賛成で

すか。

１ 厳しく罰する ２ あたたかく指導する



２－10－１図 非行・犯罪に対する意見（経年比較等）

（２）保護処分歴別の比較

２－10－２図は，非行・犯罪の原因及び非行や犯罪をした青少年の扱いに対する意見を，

保護処分歴別に見たものであるが，回答に有意差は見られなかった。

第２ 非行少年・若年犯罪者の生活意識等
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２－10－２図 非行・犯罪に対する意見（保護処分歴別）
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少年院送致 （71）

保護観察 （175）

保護処分歴なし
（457）

少年院送致 （114）

保護観察 （89）

保護処分歴なし
（163）

少年院送致 （71）

保護観察 （176）

保護処分歴なし
（452）

少年院送致 （114）

保護観察 （90）

保護処分歴なし
（162）
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